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(57)【要約】
【課題】不吐出画素を補正するときの補正箇所が不吐出
画素の極近傍にのみ適用されて粒状性の悪化が生じ、或
いは、正常なドット部分にまでも補正をかけて品質を落
とす過剰補正となる場合がある。
【解決手段】多値誤差拡散処理を行うとき、ノズルが吐
出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、被記録媒体に対
する正常な記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐
出できない異常ノズルによる記録画素位置については、
異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこ
ととする一方、多値誤差拡散処理における量子化誤差自
体はそのまま周囲の画素に展開すると共に、展開先の画
素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形
成することになった場合、展開先の画素位置で必要なサ
イズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズをより小
さい滴サイズへ変更する処理を行う。
【選択図】図１８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドを搭載して被記録媒体に画像を形
成する画像形成装置に対する画像データを処理する画像処理方法において、
　入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理でドットのパター
ンに変換するとき、
　前記ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、前記被記録媒体に対する正常な
記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズルによる記録画素位置に
ついては、前記異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこととする一方、
　前記多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開すると共に
、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成することになった
場合、展開先の画素位置で前記必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する
ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理方法において、前記展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイ
ズ以上の滴を形成することになったとき、同一画素位置に２色以上の滴が形成され、色の
重ね方として、ベタ印字に必要なサイズ以上の滴を打ち込んだ後に打ち込まれる滴が存在
する場合には、各色の出力レベルの比率に応じて、ベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴を
間引く、あるいは前記滴サイズをより小さい滴サイズへ変更することを特徴とする画像処
理方法。
【請求項３】
　請求項１記載の画像処理方法において、前記展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ
以上の滴を形成することになったとき、適用画素位置に１色のみの滴が形成される場合、
記録を行う用紙のインク吸収特性に応じて、ベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴を間引く
、あるいは前記滴サイズをより小さい滴サイズへ変更することを特徴とする画像処理方法
。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか記載の画像処理方法において、記録を行う画像データのオ
ブジェクト毎に、ベタ印字に必要なサイズ以上の滴の間引き率、あるいは前記滴サイズの
縮小レベルを異ならせることを特徴とする画像処理方法。
【請求項５】
　請求項１ないし３のいずれか記載の画像処理方法において、適用画素位置が画像のエッ
ジ部／非エッジ部に応じて、ベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴の間引き率、あるいは前
記滴サイズの縮小レベルを異ならせることを特徴とする画像処理方法。
【請求項６】
　インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドを搭載して被記録媒体に画像を形
成する画像形成装置に対する画像データを処理するコンピュータに行わせるプログラムに
おいて、
　入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理でドットのパター
ンに変換するとき、
　前記ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、前記被記録媒体に対する正常な
記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズルによる記録画素位置に
ついては、前記異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこととする一方、
　前記多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開すると共に
、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成することになった
場合、展開先の画素位置で前記必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する
処理をコンピュータに行わせることを特徴とするプログラム。
【請求項７】
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　インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドを搭載して被記録媒体に画像を形
成する画像形成装置に対する画像データを処理する画像処理装置において、
　入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理でドットのパター
ンに変換するとき、
　前記ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、前記被記録媒体に対する正常な
記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズルによる記録画素位置に
ついては、前記異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこととする一方、
　前記多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開すると共に
、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成することになった
場合、展開先の画素位置で前記必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項８】
　インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドを搭載して被記録媒体に画像を形
成する画像形成装置において、
　入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理でドットのパター
ンに変換するとき、
　前記ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、前記被記録媒体に対する正常な
記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズルによる記録画素位置に
ついては、前記異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこととする一方、
　前記多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開すると共に
、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成することになった
場合、展開先の画素位置で前記必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項９】
　インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドを搭載して被記録媒体に画像を形
成する画像形成装置と請求項８に記載の画像処理装置とからなることを特徴とする画像形
成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理方法、プログラム、画像処理装置、画像形成装置及び画像形成システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、ファクシミリ、複写装置、プロッタ、これらの複合機等の画像形成装置とし
て、例えばインク液滴を吐出する記録ヘッドを用いた液体吐出記録方式の画像形成装置と
してインクジェット記録装置などが知られている。この液体吐出記録方式の画像形成装置
は、記録ヘッドからインク滴を、搬送される用紙に対して吐出して、画像形成（記録、印
字、印写、印刷も同義語で使用する。）を行なうものであり、記録ヘッドが主走査方向に
移動しながら液滴を吐出して画像を形成するシリアル型画像形成装置と、記録ヘッドが移
動しない状態で液滴を吐出して画像を形成するライン型ヘッドを用いるライン型画像形成
装置がある。
【０００３】
　なお、本願において、液体吐出記録方式の「画像形成装置」は、紙、糸、繊維、布帛、
皮革、金属、プラスチック、ガラス、木材、セラミックス等の媒体にインクを着弾させて
画像形成を行う装置を意味し、また、「画像形成」とは、文字や図形等の意味を持つ画像
を媒体に対して付与することだけでなく、パターン等の意味を持たない画像を媒体に付与
すること（単に液滴を媒体に着弾させること）をも意味する。また、「インク」とは、イ
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ンクと称されるものに限らず、記録液、定着処理液、液体などと称されるものなど、画像
形成を行うことができるすべての液体の総称として用いる。また、「用紙」とは、材質を
紙に限定するものではなく、上述したＯＨＰシート、布なども含み、インク滴が付着され
るものの意味であり、被記録媒体、記録媒体、記録紙、記録用紙などと称されるものを含
むものの総称として用いる。
【０００４】
　このような画像形成装置（以下、単に「インクジェット記録装置」ともいう。）は、特
に複数の色のインクを用いたカラー画像の高画質化と、ヘッドの液滴吐出駆動周波数の高
速化と共に、記録ヘッドに配列されるノズル数の増加による高速化が進みつつある。
【０００５】
　しかしながら、液体吐出ヘッドであるインクジェットヘッドにおいては、製造時に記録
ヘッドのノズル内に入ったゴミや、長期間の使用によるノズルの劣化、インクを吐出させ
るための素子の劣化等が原因となって、いわゆる「不吐出」というインク滴が吐出できな
くなる状況が発生する（このようなノズルを「不吐出ノズル」という。）場合がある。イ
ンクを吐出させるための素子の劣化による場合は、特に記録装置の使用期間中に偶発的に
不吐出が発生する可能性もある。
【０００６】
　また、完全に不吐出の状態とならずに、インク滴の吐出方向が所望の方向より大きく偏
った状態（以下、「吐出のよれ」とも称する。）や、インク滴の吐出量が所望の量より大
きく異なった状態（以下、「滴量のばらつき」とも称する。）となる場合もあった。この
ように、記録に用いた場合に記録画像の品質を大きく低下させる程に劣化したノズルにつ
いては、記録を行うノズルに相当しない状態であり、「不吐出ノズル」と同様の扱いとし
て説明する。
【０００７】
　ここで、図３１（ａ）に正常な記録状態、同図（ｂ）に完全な不吐出の状態、同図（ｃ
）に吐出のよれの状態、同図（ｄ）に適量のばらつきの状態をそれぞれ示している。本願
では、これらの正常な記録ができないノズルを総じて「異常ノズル」と称して説明する。
【０００８】
　このような異常ノズルは、製造環境等の改善により、発生する頻度を抑えることができ
、従前は大きな問題とはされていなかったが、前述のように高速化のために記録ヘッドに
配列するノズル数を多くした場合、無視できない問題となる。特に、異常ノズルを含まな
い記録ヘッドや、異常ノズルが発生しにくい良好な記録ヘッドを製造するためには、製造
上のコストアップを招き、結果として記録ヘッドが高価になってしまう。
【０００９】
　しかしながら、これらの異常ノズルが発生すると、画像上に白スジ等の欠陥が発生する
ことになる。
【００１０】
　そこで、従来、特許文献１、２に記載されているように、このような異常ノズルによる
白スジを補完するため、記録ヘッドを複数回走査して記録を行うマルチスキャン記録方式
を利用し、白スジとなる部分を他の正常なノズルで補完して記録するようにしたものがあ
る。 
【特許文献１】特開平５－３０９８７４
【特許文献２】特開２００１－６３００８
【００１１】
　しかしながら、上述したような記録の高速化を達成するためには、１回の走査で印字を
完成させる所謂１パス印字を行うことが好ましく、この１パス印字においては、マルチス
キャン記録の様に不吐出で記録されない部分を補完あるいは、目立たなくすることが原理
的にできない。 
【００１２】
　また、被記録媒体上の所定の領域に対して記録ヘッドを複数回走査して記録を行うマル
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チスキャン記録方式においても、異常ノズルの位置や数によっては、その位置を補完記録
することが困難な場合もある。特に、マルチスキャンのパス回数が比較的少ない記録モー
ドでは、代替えに使用できるノズルが限られるため、代替ノズルに対する負担の増大と共
に、場合によってはヘッド特性上あるいは駆動波形設計上の理由から、代替ノズルを使用
できないこともある。 
【００１３】
　そこで、特許文献３ないし７に記載されているように、濃度の低いハイライト部画像デ
ータに対しては、異常ノズルが本来印字すべき位置の近傍に置かれる画素の濃度を高くす
ることで抜けを目立たなくし、濃度をそれ以上高くすることができないシャドー部画像デ
ータに対しては、明度の近い異色のドットで代替えする方法が提案されている。 
【特許文献３】特開２００２－１９１０１号公報
【特許文献４】特開２００３－１３６７０２号公報
【特許文献５】特開２００３－１３６７６３号公報
【特許文献６】特開２００３－１３６７６４号公報
【特許文献７】特開２００３－２０５６０４号公報
【００１４】
　しかしながら、上記の特許文献３ないし７の補正方法をもってしても、必ずしも全ての
場合に対応できるわけではない。異常ノズルに対応する画素（不吐出画素）の近傍画素濃
度を上げるにしても、必ずしも所望の位置に濃度アップ可能な出力データが存在するとは
限らず、また、修正箇所が不吐出画素の極近傍にのみ適用されるため、濃度アップがむし
ろ粒状性の悪化に繋がる場合があるという課題がある。 
【００１５】
　また、最近では滴サイズを制御するマルチドット方式を採用している装置もあり、この
ような装置の特徴として、一部のサイズの滴のみ不吐出となり、残りのサイズの滴は正常
に吐出できるケースも存在する。上記特許文献３ないし７の補正方法では、あくまでも２
値表現が前提となっているため、このような滴サイズを制御するマルチドット方式のケー
スは想定されていない。もちろん、一部でも不吐出な滴サイズが存在するノズルを異常ノ
ズルとして排除することは可能であるが、正常なサイズの滴部分にまでも補正がかかるこ
とになるので、かえって品質を落とす過剰補正となってしまう場合がある。 
【００１６】
　そこで、特許文献８ないし９に記載されているように、マルチドット方式に対応した多
値誤差拡散処理を使い、異常ノズルによる画像位置あるいは異常吐出となるサイズの滴を
補うように周辺画素あるいは当該画素の滴サイズを切り替える方式が提案されている。
【特許文献８】特開２００６－１１５４３１号公報
【特許文献９】特開２００６－１７３９２９号公報
【００１７】
　これらは、いずれも多値誤差拡散処理によって、滴のサイズ、配置パターン共に、周辺
の正常な画素とのバランスが最適化された自然な状態でドットの形成が行なわれ、不吐出
部分の白スジを目立たなくすることができる方法である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、インクジェット記録においては、インクと被記録媒体の物性によって記
録物がの品質が大きく左右される。上記した様な滴サイズを大きくする方法の場合、多値
誤差拡散処理によって被記録媒体上における配置パターンとしては自然な配置を実現でき
るものの、あくまでも２次元的な配置の最適化が行われるだけで、滴サイズを大きくする
ことの影響、特に被記録媒体中への浸透プロセス等は考慮されていない。
【００１９】
　通常、記録に使用する最大滴サイズは、被記録媒体表面をドットで覆い尽くせる（例え
ば、後述する図２５（ａ）のようなベタ埋め：ベタ印字を指す）だけの滴量となる。この
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最大滴サイズは、ベタ埋めに必要な量以上に設定することも可能であるが、インクと被記
録媒体の吸収特性によって被記録媒体表面及び被記録媒体中へのインク浸透の程度が異な
り、量によっては、後述する例えば図３０（ｃ）に示すように、大きく滲みが発生して画
像のエッジ部（あるいは色境界部）の品質を損なう他、発色にも影響する場合がある。
【００２０】
　このような過剰付着による障害は、本来解消したかった白スジとは別の副次的な障害（
二次的障害）であり、従来の多値誤差拡散処理による異常ノズルの補償方法のままでは、
このような副次的な障害を発生させるおそれをはらんでいるという課題がある。
【００２１】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたもので、異常ノズルによる記録画像の欠陥を補
完するときに副次的な画像障害の発生を抑制して、画像品質を向上することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記の課題を解決するため、本発明に係る画像処理方法は、
　インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドを搭載して被記録媒体に画像を形
成する画像形成装置に対する画像データを処理する画像処理方法において、
　入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理でドットのパター
ンに変換するとき、
　前記ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、前記被記録媒体に対する正常な
記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズルによる記録画素位置に
ついては、前記異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこととする一方、
　前記多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開すると共に
、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成することになった
場合、展開先の画素位置で前記必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する
構成とした。
【００２３】
　ここで、前記展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴を形成することになっ
たとき、同一画素位置に２色以上の滴が形成され、色の重ね方として、ベタ印字に必要な
サイズ以上の滴を打ち込んだ後に打ち込まれる滴が存在する場合には、各色の出力レベル
の比率に応じて、ベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する構成とできる。
【００２４】
　また、前記展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴を形成することになった
とき、適用画素位置に１色のみの滴が形成される場合、記録を行う用紙のインク吸収特性
に応じて、ベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズをより小
さい滴サイズへ変更する構成とできる。
【００２５】
　また、記録を行う画像データのオブジェクト毎に、ベタ印字に必要なサイズ以上の滴の
間引き率、あるいは前記滴サイズの縮小レベルを異ならせる構成とできる。
【００２６】
　また、適用画素位置が画像のエッジ部／非エッジ部に応じて、ベタ印字に必要な滴サイ
ズ以上の滴の間引き率、あるいは前記滴サイズの縮小レベルを異ならせる構成とできる。
【００２７】
　本発明に係るプログラムは、
　インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドを搭載して被記録媒体に画像を形
成する画像形成装置に対する画像データを処理するコンピュータに行わせるプログラムに
おいて、
　入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理でドットのパター
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ンに変換するとき、
　前記ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、前記被記録媒体に対する正常な
記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズルによる記録画素位置に
ついては、前記異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこととする一方、
　前記多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開すると共に
、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成することになった
場合、展開先の画素位置で前記必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する
処理をコンピュータに行わせる構成とした。
【００２８】
　本発明に係る画像処理装置は、
　インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドを搭載して被記録媒体に画像を形
成する画像形成装置に対する画像データを処理する画像処理装置において、
　入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理でドットのパター
ンに変換するとき、
　前記ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、前記被記録媒体に対する正常な
記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズルによる記録画素位置に
ついては、前記異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこととする一方、
　前記多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開すると共に
、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成することになった
場合、展開先の画素位置で前記必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する
構成とした。
【００２９】
　本発明に係る画像形成装置は、
　インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッドを搭載して被記録媒体に画像を形
成する画像形成装置において、
　入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理でドットのパター
ンに変換するとき、
　前記ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、前記被記録媒体に対する正常な
記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズルによる記録画素位置に
ついては、前記異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこととする一方、
　前記多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開すると共に
、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成することになった
場合、展開先の画素位置で前記必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは前記滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する
構成とした。
【００３０】
　本発明に係る画像形成システムは、インク滴を吐出する複数のノズルを有する記録ヘッ
ドを搭載して被記録媒体に画像を形成する画像形成装置と本発明に係る画像処理装置とか
らなる構成とした。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明に係る画像処理方法、プログラム、画像処理装置、画像形成装置及び画像形成シ
ステムによれば、入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理で
ドットのパターンに変換するとき、ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、被
記録媒体に対する正常な記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズ
ルによる記録画素位置については、異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しない
こととする一方、多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開
すると共に、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成するこ
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とになった場合、展開先の画素位置で必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは滴サイズ
をより小さい滴サイズへ変更する構成としたので、記録画像の白スジ等の画像ムラを解消
し、白スジや画像のムラを人間の目では認識し難くするとき、副次的な画像障害の発生を
抑制することができて、画像品質を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。まず、画像形成装置
としてのインクジェット記録装置の一例について図１ないし図４を参照して説明する。な
お、図１は同記録装置の機構部全体の概略構成図、図２は同記録装置の要部平面説明図、
図３は同記録装置のヘッド構成を説明する斜視説明図、図４は同記録装置の搬送ベルトの
模式的断面説明図である。
【００３３】
　このインクジェット記録装置は、装置本体１の内部に画像形成部２等を有し、装置本体
１の下方側に多数枚の被記録媒体（以下「用紙」という。）３を積載可能な給紙トレイ４
を備え、この給紙トレイ４から給紙される用紙３を取り込み、搬送機構５によって用紙３
を搬送しながら画像形成部２によって所要の画像を記録した後、装置本体１の側方に装着
された排紙トレイ６に用紙３を排紙する。 
【００３４】
　また、このインクジェット記録装置は、装置本体１に対して着脱可能な両面ユニット７
を備え、両面印刷を行うときには、一面（表面）印刷終了後、搬送機構５によって用紙３
を逆方向に搬送しながら両面ユニット７内に取り込み、反転させて他面（裏面）を印刷可
能面として再度搬送機構５に送り込み、他面（裏面）印刷終了後排紙トレイ６に用紙３を
排紙する。 
【００３５】
　ここで、画像形成部２は、ガイドシャフト１１、１２にキャリッジ１３を摺動可能に保
持し、図示しない主走査モータでキャリッジ１３を用紙３の搬送方向と直交する方向に移
動（主走査）させる。このキャリッジ１３には、液滴を吐出する複数の吐出口であるノズ
ル孔１４ｎ（図３参照）を配列した液滴吐出ヘッドで構成した記録ヘッド１４を搭載し、
また、この記録ヘッド１４にインクを供給するインクカートリッジ１５を着脱自在に搭載
している。なお、インクカートリッジ１５に代えてサブタンクを搭載し、メインタンクか
らインクをサブタンクに補充供給する構成とすることもできる。
【００３６】
　記録ヘッド１４としては、例えば、図２及び図３に示すように、イエロー（Ｙ）、マゼ
ンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｂｋ）の各色のインク滴を吐出する液滴吐出ヘッ
ドである独立した４個のインクジェットヘッド１４ｙ、１４ｍ、１４ｃ、１４ｋとしてい
るが、各色のインク滴を吐出する複数のノズル列を有する１又は複数のヘッドを用いる構
成とすることもできる。なお、色の数及び配列順序はこれに限るものではない。
【００３７】
　記録ヘッド１４を構成するインクジェットヘッドとしては、圧電素子などの圧電アクチ
ュエータ、発熱抵抗体などの電気熱変換素子を用いて液体の膜沸騰による相変化を利用す
るサーマルアクチュエータ、温度変化による金属相変化を用いる形状記憶合金アクチュエ
ータ、静電力を用いる静電アクチュエータなどをインクを吐出するためのエネルギー発生
手段として備えたものなどを使用できる。
【００３８】
　給紙トレイ４の用紙３は、給紙コロ（半月コロ）２１と図示しない分離パッドによって
１枚ずつ分離され装置本体1内に給紙され、搬送機構５に送り込まれる。
【００３９】
　搬送機構５は、給紙された用紙３をガイド面２３ａに沿って上方にガイドし、また両面
ユニット７から送り込まれる用紙３をガイド面２３ｂに沿ってガイドする搬送ガイド部２
３と、用紙３を搬送する搬送ローラ２４と、この搬送ローラ２４に対して用紙３を押し付
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ける加圧コロ２５と、用紙３を搬送ローラ２４側にガイドするガイド部材２６と、両面印
刷時に戻される用紙３を両面ユニット７に案内するガイド部材２７と、搬送ローラ２４か
ら送り出す用紙３を押圧する押し付けコロ２８とを有している。
【００４０】
　さらに、搬送機構５は、記録ヘッド１４で用紙３の平面性を維持したまま搬送するため
に、駆動ローラ３１と従動ローラ３２との間に掛け渡した搬送ベルト３３と、この搬送ベ
ルト３３を帯電させるための帯電ローラ３４と、この帯電ローラ３４に対向するガイドロ
ーラ３５と、図示しないが、搬送ベルト３３を画像形成部２に対向する部分で案内するガ
イド部材（プラテンプレート）と、搬送ベルト３３に付着した記録液（インク）を除去す
るためのクリーニング手段である多孔質体などからなるクリーニングローラなどを有して
いる。
【００４１】
　ここで、搬送ベルト３３は、無端状ベルトであり、駆動ローラ３１と従動ローラ（テン
ションローラ）３２との間に掛け渡されて、図１の矢示方向（用紙搬送方向）に周回する
ように構成している。
【００４２】
　この搬送ベルト３３は、単層構成、又は図４に示すように第１層（最表層）３３ａと第
２層（裏層）３３ｂの２層構成あるいは３層以上の構成とすることができる。例えば、こ
の搬送ベルト３３は、抵抗制御を行っていない純粋な厚さ４０μｍ程度の樹脂材、例えば
ＥＴＦＥピュア材で形成した用紙吸着面となる表層と、この表層と同材質でカーボンによ
る抵抗制御を行った裏層（中抵抗層、アース層）とで構成する。
【００４３】
　帯電ローラ３４は、搬送ベルト３３の表層に接触し、搬送ベルト３３の回動に従動して
回転するように配置されている。この帯電ローラ３４には図示しない高圧回路（高圧電源
、バイアス電圧供給部）から高電圧が所定のパターンで印加される。 
【００４４】
　また、搬送機構５から下流側には画像が記録された用紙３を排紙トレイ６に送り出すた
めの排紙ローラ３８を備えている。
【００４５】
　このように構成した画像形成装置において、搬送ベルト３３は矢示方向に周回し、高電
位の印加電圧（ＡＣバイアス電圧）が印加される帯電ローラ３４と接触することで正に帯
電される。この場合、帯電ローラ３４からは所定の時間間隔で極性を切り替えることによ
って、所定の帯電ピッチで極性を切り替えながら搬送ベルト３３を帯電させる。
【００４６】
　ここで、この高電位に帯電した搬送ベルト３３上に用紙３が給送されると、用紙３内部
が分極状態になり、搬送ベルト３３上の電荷と逆極性の電荷が用紙３のベルト３３と接触
している面に誘電され、ベルト３３上の電荷と搬送される用紙３上に誘電された電荷同士
が互いに静電的に引っ張り合い、用紙３は搬送ベルト３３に静電的に吸着される。このよ
うにして、搬送ベルト３３に強力に吸着した用紙３は反りや凹凸が校正され、高度に平ら
な面が形成される。
【００４７】
　そこで、搬送ベルト３３を周回させて用紙３を移動させ、キャリッジ１３を片方向又は
双方向に移動走査しながら画像信号に応じて記録ヘッド１４を駆動し、図５（ａ）、（ｂ
）に示すように、記録ヘッド１４から液滴１４ｉを吐出（噴射）させて、停止している用
紙３に液滴であるインク滴を着弾させてドットＤｉを形成することにより、１行分を記録
し、用紙３を所定量搬送後、次の行の記録を行う。記録終了信号又は用紙３の後端が記録
領域に到達した信号を受けることにより、記録動作を終了する。なお、図５（ｂ）は図５
（ａ）のドットＤｉ形成部分を拡大したものである。
【００４８】
　このようにして、画像が記録された用紙３は排紙ローラ３８によって排紙トレイ６に排
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紙される。
【００４９】
　なお、この実施形態のインクジェット記録装置では４色ヘッド構成で説明しているが、
これに限るものではない。すなわち、例えば、図６及び図７に示すような６色ヘッド構成
、あるいは図８及び図９に示すような７色ヘッド構成とすることもできる。勿論、これら
の各ヘッド構成における色やその配列順序に限定されるものではない。
【００５０】
　ここで、図６のヘッド構成は、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラ
ック（Ｂｋ）の各色の液滴を吐出するヘッド（独立したヘッド、又は、１又は複数のヘッ
ドで、独立したノズル列の意味）１４ｙ、１４ｍ、１４ｃ、１４ｋに加えて、レッド（Ｒ
）、ブルー（Ｂ）の各色のヘッド１４ｒ、１４ｂを加えたものである。
【００５１】
　図７のヘッド構成は、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｂ
ｋ）の各色のインク滴を吐出するヘッド１４ｙ、１４ｍ、１４ｃ、１４ｋに加えて、濃度
を落としたライトシアン（ＬＣ）、ライトマゼンタ（ＬＭ）の各色の液滴を吐出するヘッ
ド１４ｌｃ、１４ｌｍを加えたものである。
【００５２】
　図８のヘッド構成は、図７の６色ヘッド構成にレッド（Ｒ）の色の液滴を吐出するヘッ
ド１４ｒを加えたものである。また図９のヘッド構成は、図７の６色ヘッド構成に彩度を
落としたダークイエロー（ＤＹ）色の液滴を吐出するヘッド１４ｄｙを加えたものである
。
【００５３】
　次に、この画像形成装置の制御部の概要について図１０を参照して説明する。なお、同
図は同制御部の全体ブロック説明図である。
　この制御部１００は、装置全体の制御を司るＣＰＵ１０１と、ＣＰＵ１０１が実行する
プログラム、その他の固定データを格納するＲＯＭ１０２と、画像データ等を一時格納す
るＲＡＭ１０３と、装置の電源が遮断されている間もデータを保持するための不揮発性メ
モリ（ＮＶＲＡＭ）１０４と、各種信号処理、並び替え等を行う画像処理やその他装置全
体を制御するための入出力信号を処理するＡＳＩＣ１０５とを備えている。
【００５４】
　また、この制御部１００は、本発明に係るプログラムを含む本発明に係る画像処理装置
を含むパーソナルコンピュータ等のホスト９０側とのデータ、信号の送受を行うためのＩ
／Ｆ１０６と、記録ヘッド１４を駆動制御するための駆動波形を生成する駆動波形生成部
１０７及びヘッドドライバ１０８と、主走査モータ１１０を駆動するための主走査モータ
駆動部１１１と、副走査モータ１１２を駆動するための副走査モータ駆動部１１３と、帯
電ローラ３４にＡＣバイアスを供給するＡＣバイアス供給部１１４、環境温度及び／又は
環境湿度を検出する環境センサ１１８、図示しない各種センサからの検知信号を入力する
ためのＩ／Ｏ１１６などを備えている。また、この制御部１００には、この装置に必要な
情報の入力及び表示を行うための操作パネル１１７が接続されている。
【００５５】
　ここで、制御部１００は、パーソナルコンピュータ等の画像処理装置であるデータ処理
装置、イメージスキャナなどの画像読み取り装置、デジタルカメラなどの撮像装置などの
ホスト９０側からの画像データを含む印刷データ等をケーブル或いはネットを介してＩ／
Ｆ１０６で受信する。なお、この制御部１００に対する印刷データの生成出力は、ホスト
９０側の本発明に係るプリンタドライバ９１によって行うようにしている。
【００５６】
　そして、ＣＰＵ１０１は、Ｉ／Ｆ１０６に含まれる受信バッファ内の印刷データを読み
出して解析し、ＡＳＩＣ１０５にてデータの並び替え処理等を行ってヘッド駆動制御部１
０７に画像データを転送する。なお、画像出力するための印刷データのビットマップデー
タへの変換は、前述したようにホスト９０側のプリンタドライバ９１で画像データをビッ
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トマップデータに展開してこの装置に転送するようにしているが、例えばＲＯＭ１０２に
フォントデータを格納して行っても良い。
【００５７】
　駆動波形生成部１０７は、駆動パルスのパターンデータをＤ／Ａ変換するＤ／Ａ変換器
等で構成され、１の駆動パルス（駆動信号）又は複数の駆動パルス（駆動信号）で構成さ
れる駆動波形をヘッドドライバ１０８に対して出力する。
【００５８】
　ヘッドドライバ１０８は、シリアルに入力される記録ヘッド１４の１行分に相当する画
像データ（ドットパターンデータ）に基づいて駆動波形生成部１０７から与えられる駆動
波形を構成する駆動パルスを選択的に記録ヘッド１４の圧力発生手段に印加して記録ヘッ
ド１４を駆動する。例えば、ヘッドドライバ１０８は、クロック信号及びシリアルデータ
を入力するシフトレジスタと、シフトレジスタのレジスト値をラッチ信号でラッチするラ
ッチ回路と、ラッチ回路の出力値をレベル変化するレベル変換回路（レベルシフタ）と、
このレベルシフタでオン／オフが制御されるアナログスイッチアレイ（スイッチ手段）等
を含み、アナログスイッチアレイのオン／オフを制御することで、駆動波形生成部１０７
からの駆動波形に含まれる所要の駆動波形を選択的に記録ヘッド１４の圧力発生手段に印
加して記録ヘッド１４を駆動する。ここでは、駆動波形を複数の駆動パルスで構成して、
１又は複数の駆動パルスを与えることによって、大滴、中滴、小滴、滴なしの４種類の階
調を再現できるようにしている。 
【００５９】
　次に、この画像形成装置によって画像を形成するために、この画像形成装置に対して画
像データ（印刷データ）を転送するホスト側となる本発明に係るプログラム（以下「プリ
ンタドライバ」という。）を含む本発明に係る画像処理装置（データ処理装置）の一例に
ついて図１１を参照して説明する。
【００６０】
　ホスト９０のプリンタドライバ９１は、アプリケーションソフトなどから与えられた画
像データ１３０をモニター表示用の色空間から記録装置用の色空間への変換（ＲＧＢ表色
系→ＣＭＹ表色系）を行うＣＭＭ（Color Management Module）処理部１３１、ＣＭＹの
値から黒生成／下色除去を行うＢＧ/ＵＣＲ（black generation/ Under Color Removal）
処理部１３２、記録装置の特性やユーザーの嗜好を反映した入出力補正を行うγ補正部１
３３、総量規制を行う総量規制部１３４、画像データを記録装置から噴射するドットのパ
ターン配置に置き換えるディザ処理や誤差拡散処理を行う中間調処理部１３５、ドットパ
ターンデータを各スキャン毎のデータに分割し、更に記録を行う各ノズル位置に合わせて
データ展開するラスタライジング部１３６を含み、ラスタライジング部１３６の出力を画
像データ１３７として上述した画像形成装置に送出する。
【００６１】
　また、より高度な処理を行うため、入力された画像のエッジ部分を検出するエッジ検出
部１３８を備え、中間調処理等に反映させる場合もある（エッジ検出情報の取り出しは、
ＣＭＭの前、後のいずれでも可能である）。
【００６２】
　なお、このプリンタドライバ９１の機能の全部或いは一部を画像形成装置に持たせるこ
ともでき、特に後述する中間調処理部の機能を持たせることで本発明に係る画像形成装置
が構成される。また、このプリンタドライバ９１を含む画像処理装置と画像形成装置とを
組み合わせて画像形成システム（印刷システム）を構成することができる。
【００６３】
　次に、ホスト側のプリンタドライバ９１による中間調処理までの画像処理の流れについ
て図１２に示すブロック図を参照して説明する。
　パーソナルコンピュータなどのデータ処理装置上で動作するアプリケーションソフトか
ら「印刷」指示が出されると、プリンタドライバ９１においては、入力２００に対してオ
ブジェクト判定処理２０１でオブジェクトの種類を判定し、オブジェクト毎、つまり文字
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の画像データ２０２、線画の画像データ２０３、グラフィックスの画像データ２０４、イ
メージの画像データ２０５毎にデータが渡され、それぞれのルートを通って処理が行われ
る。
【００６４】
　つまり、文字２０２、線画２０３、グラフィックス２０４については、カラー調整処理
２０６を行い。そして、文字についてはカラーマッチング処理２０７、ＢＧ／ＵＣＲ処理
２０９、総量規制処理２１１、γ補正処理２１３を行い、更に文字ディザ処理（中間調処
理）２１５を行う。また、線画及グラフィックスについてカラーマッチング処理２０８、
ＢＧ／ＵＣＲ処理２１０、総量規制処理２１２、γ補正処理２１４を行い、更にグラフィ
ックスディザ処理（中間調処理）２１６を行う。
【００６５】
　一方、イメージ２０５については、色判定及び圧縮方式判定処理２２１を行って、通常
の場合には、カラー調整処理２２２、カラーマッチング処理２２３を行った後、ＢＧ／Ｕ
ＣＲ処理２２４、総量規制処理２２５、γ補正処理２２６を行い、更に誤差拡散処理（中
間調処理）２２７を行う。また、２色以下の場合には、イメージ間引き処理２３１、カラ
ー調整処理２３２、カラーマッチング処理２３３ａ又はインデックスレス処理（カラーマ
ッチングを行わない処理）２３３ｂを行った後、ＢＧ／ＵＣＲ処理２２４、総量規制処理
２２５、γ補正処理２２６を行い、更に誤差拡散処理（中間調処理）２２７を行う。
【００６６】
　なお、線画及びグラフィックスについてはカラー調整２０６処理に至る前に分岐してＲ
ＯＰ処理２４１を経てイメージの場合のカラーマッチング処理２３２に移行することもあ
る。 また図１２では、文字、線画及びグラフィックスについては、ディザ処理（中間調
処理）が図示されているが、イメージ同様、誤差拡散処理を適用することも可能である。
【００６７】
　このようにしてオブジェクト毎に処理された画像データは、また元の一つの画像データ
に合成される。
【００６８】
　本発明に係る異常ノズル補償処理は、この内の中間調処理部での処理に関わるものであ
り、特に、中間調表現手段として多値誤差拡散処理を使用したノズル抜けの補正に関する
ものである。
【００６９】
　中間調処理の手法としては、閾値マトリクスと画素データを１対１で比較して量子化を
行う所謂「ディザ処理」と、量子化の際に既に処理済みの画素の量子化誤差を反映して閾
値処理を行う所謂「誤差拡散処理」が一般的である。両手法とも、それぞれ演算速度（デ
ィザ処理）、画像品質（誤差拡散処理）と特性が異なるため、記録モード等によって使い
分けがなされてきている。
【００７０】
　ただし、近年のコンピュータの高速化により、演算速度の点で不利であった「誤差拡散
処理」でもディザ処理とそう大差ない速度で処理が可能となったことから、現在のインク
ジェット記録装置では、そのほとんどが「誤差拡散処理」にて中間調処理が行われるよう
になってきている。
【００７１】
　この誤差拡散処理の一例を図１３に示している。また、この図１３に示す例では、演算
済みの画素の誤差値を、次の画素の計算の際に引用する方式を取っているが、図１４に示
すように、一定の比率をかけた誤差値を先に未処理画素に分配する方式を採用することも
できる。
【００７２】
　次に、記録パス数が１パスの場合に使用されるノズルとの対応の一例について図１５に
、記録パス数が２パスの場合に使用されるノズルとの対応の一例について図１６にそれぞ
れ示している。なお、これらの図１５及び図１６では簡便化のため、８個のノズルを備え
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たヘッドとして説明を行っているが、数百ノズルを備えたヘッドにも適用可能なことは明
らかである。
【００７３】
　情報量の低下を伴わずに高速な記録を行おうとすると、図１５（ａ）に示すように、ヘ
ッドに配置されたノズルピッチの解像度にて１回の記録パスで記録を行う１パス記録が、
最高のパフォーマンスを発揮する。ただし、同図（ｂ）に示す「ヘッド幅分の使用ノズル
」を見ると、横方向には常に同じノズルが使用され続けることになる。そのため、ノズル
の不吐出は、図１７（ａ）に示すように、即横白スジの発生に繋がることになる。
【００７４】
　これに対して、縦横のドットが常に同じノズルによって行われないよう、記録パスを複
数に分け、更に各行のドット位置に使用されるノズルを切り替えるマルチパス記録を利用
する補正手段が提案されている（例えば、特開平５－３０９８７４号公報、特開２００１
－０６３００８号広報等）。
【００７５】
　この一例を、図１６及び図１７に示した２パス記録にて説明する。２パス記録では、図
１６（ａ）に示すように、ヘッドのノズルの半分を使用しながら２パスで１ヘッド分を印
字することになるので、同図（ｂ）に示す「ヘッド幅分の使用ノズル」を見ると、各パス
で交互に対応するノズルが使用されることになる。例えば、１番のノズルと５番のノズル
が交互に使用される。
【００７６】
　したがって、例えば３番ノズルが異常ノズル（ここでは、完全な不吐出ノズル）になっ
た場合、不吐出ノズルをそのままにして記録すると、図１７（ｂ）に示すように、不吐出
ノズルによる記録位置（ドット）にはポッカリと空間が生じることになる。ここで、横の
ラインを形成しているもう一つのノズル（図では７番）を３番ノズルの代替えとして使用
することで、図１７（ｃ）に示すように、横のラインのドット欠損をカバーすることが可
能となる。なお、図では、２パス記録で説明しているが、より多くのパスに合わせたマル
チパス記録においても、同様の補正が可能であることは自明である。
【００７７】
　しかし当然のことながら、マルチパス記録は、記録速度がパス数に応じて低下する。記
録速度が第一に求められる高速記録モードだけでなく、最近では高画質記録モードにおい
ても速度が重視されるようになり、できるだけ少ないパス数での記録が求められている。
【００７８】
　ただし、パス数が減った場合、代替えに使用できるノズルが限定されることとなり、代
替えノズルに対する負荷が増加することになる。負荷の増大はノズルの消耗を早め、第二
の不吐出ノズルへと繋がるおそれがある。
【００７９】
　また、設計上の仕様により、できるだけ多くのパスに分割せざるを得ないケースも存在
する。例えば、加熱による膜沸騰を利用したサーマルタイプのインクジェット記録装置で
は、蓄熱を避けるため、連続駆動が必要な１パス記録よりも、駆動を分割出来るマルチパ
ス記録が好まれる。
【００８０】
　また、どのタイプのインクジェット記録装置でも起こり得る問題であるが、インク滴を
安定して吐出するための駆動波形が、ヘッドの吐出周期内に納めきれない場合も存在する
。この場合、連続したドット形成は事実上不可能となり、図１７（ｃ）に示した２パス記
録の補正は実現できないこととなる。
【００８１】
　マルチパス記録による補正であっても、画像データに応じて代替えノズルの組合せや使
用頻度等をインテリジェンスに管理することで、記録速度と代替えノズルの負荷をある程
度調整することはできる。ただし、パス数が少ない（＝代替えノズルが少ない）程、調整
できる範囲が狭まり、また、画像データに応じて使用頻度を記憶／演算する機構が別途必
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要となる。
【００８２】
　さらに、近年では、より速度を重視し、用紙幅の記録ヘッドを用いたライン型画像形成
装置もある。ライン型画像形成装置では、ヘッドの下を用紙が通過するだけであるので、
このようなライン型画像形成装置では、原則的に、マルチパス記録そのものを行うことが
できない（ただし、用紙をドラムに巻き付ける構成の装置では、用紙を複数回ヘッドに対
して搬送することができ、これによりライン型装置でもマルチパス記録と実質的に同じ記
録方式を採用できる。）。
【００８３】
　そこで、本発明はこの点を考慮し、簡易な手法にて異常ノズルの補正を行うものである
。具体的には、まず誤差拡散処理において、異常ノズルが適用される座標では強制的にド
ットＯＦＦとし、誤差を周囲の画素に拡散させることで不吐出ノズルによるドットの欠損
を目立たなくし、更に用紙の吸収特性や色の重ね順に応じてドットの間引きやサイズ調整
を行うものである。
【００８４】
　この本発明による異常ノズルの補正処理について図１８を参照して説明する。なお、こ
こでは図１３に示した誤差拡散処理を基礎にして説明するが、図１４に示した未処理画素
へ誤差を分配する方法の誤差拡散処理へも転用することができる。
【００８５】
　この誤差拡散処理では、入力された画像データについて画素単位で処理を行う。着目画
素の入力値に対して、処理済み周辺画素の誤差値をウエイトマトリクスの比率に応じて加
算し、補正画素値Ｄｘｙを算出する。そして、不吐出ノズルノズルデータを反映したノズ
ルと画素位置の対応を示す記録シーケンステーブルである不吐出ノズル管理テーブルを参
照し、着目画素位置が異常ノズルによって記録される記録画素位置であるか否かを判別す
る。
【００８６】
　この判別の結果、着目画素位置が異常ノズルによって記録する記録画素位置でなければ
、通常の誤差拡散処理を続行し、着目画素位置が異常ノズルによって記録する記録画素位
置であれば、仮に「閾値≦補正画素値Ｄｘｙ」であったとしても、強制的にドットＯＦＦ
とする補正処理を行なって、補正画素値Ｄｘｙを全て誤差値として処理する。
【００８７】
　これによって、異常ノズルによるドットの欠損は誤差値の形で周囲の画素に反映され、
欠損部分を補正するように周辺画素のドット変換が行われるため、結果として欠損部分が
パターンとして目立たなくなる。このような補正を行わない場合と行った場合の出力結果
の一例を図１９に示している。図１９（ａ）は２パス記録で上記の補正を行わなかった場
合を、図１９（ｂ）は２パス記録で上記の補正を行わなかった場合をそれぞれ示し、これ
より、上記の補正を行うことで欠損部分が目立たなくなっていることが分る。
【００８８】
　ここで、異常ノズル管理テーブルについて説明すると、この異常ノズル管理テーブルは
、例えば、図２０に示すような単純なものでも良い。ノズルと記録画素位置の対応を示し
た記録シーケンステーブルは、元々ドライバ処理に組み込まれているので、このノズルと
画素位置の対応を示した記録シーケンステーブルと異常ノズル情報（異常ノズルデータ）
に基づいて、異常ノズル情報を反映した記録シーケンステーブルである異常ノズル管理テ
ーブルを作成することができる。
【００８９】
　この異常ノズル情報は、図２１（ａ）、図２２（ａ）に示すような異常ノズルチェック
パターンによる検査データを反映することで得られ、これにより異常ノズル管理テーブル
を容易に作成することができる。
【００９０】
　図２１（ａ）に示す異常ノズル検出パターンは、ノズルに対応した横線の再現をチェッ
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クし、異常ノズルを目視判定する場合に使用されるチェックパターンの一例である。この
異常ノズル検出パターンを使用した場合、例えば同図（ｂ）に示すように３番のノズルが
異常であると、３番のノズルに対応するドットが欠落したものになる。
【００９１】
　また、図２２（ａ）に示す異常ノズル検出パターンは、スキャナユニットやフォトセン
サ等を用いて自動的に異常ノズルを検出するためのチェックパターンの一例である。この
異常ノズル検出パターンを使用した場合、例えば同図（ｂ）に示すように７番のノズルが
異常であると、７番のノズルに対応するパターンのフォトセンサ等による濃度測定値が正
常レベルにならず、異常であることが判別できる。
【００９２】
　このように、多値データをドットのパターンに変換する中間調処理にて、正常な記録を
行えなくなった異常ノズルによる記録画像の欠陥を補完するための補正処理（補償処理）
を行うことによって、マルチパス記録を利用した補正手段（補償手段）のような大幅な記
録速度低下を引き起こすことなく、また、多値データからドットへの変換を行う処理に直
接、補正処理を適用できてドット配置のバランスを崩すような過剰補正が適用されること
を防ぐことができる。
【００９３】
　これにより、ノズルの異常が生じることによりドットが記録されないことで発生する記
録画像の白スジ等の画像ムラを解消し、異常が発生した場合でも、白スジや画像のムラを
人間の目では認識し難くし、記録ヘッドのコストアップ抑制、更には、記録速度の高速化
が可能となる。
【００９４】
　このように、異常ノズルデータを反映した記録シーケンステーブルをドット生成条件と
して誤差拡散処理に反映することで、異常による画像欠損が発生する画素に対してピンポ
イントで補正処理を行うことができる。そして、異常ノズルによる記録画素位置を強制的
にドットＯＦＦする一方で、量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開することによっ
て、異常ノズルによるドットの欠損を誤差値の形で周囲の画素に反映して補正処理によっ
て発生したドットパターンの歪みを周囲の画素に分散させて目立たなくすることができる
。
【００９５】
　次に、インクジェット記録装置における階調表現との関係について説明する。
　一般的に、画像処理を行う場合、入力画像データとして１画素当たり８ｂｉｔ（２５６
値）程度の情報量を持った多値データが使用されるが、実際にそのデータを出力する側の
装置では、１画素当たり１～３ｂｉｔ程度の表現力しか持たない。
【００９６】
　一般的に使用されている２値化処理および多値化処理を適用した場合のドットパターン
の一例を図２３に示している。同図（ａ）は２値化処理を行ってドット再現を行う場合の
例、同図（ｂ）は濃度変調を行ってドット再現を行う場合の例、同図（ｃ）はドットサイ
ズ変調を行ってドット再現を行う場合の例である。
【００９７】
　この内、濃度変調法を採用した多値化処理では、異なる濃度インク用に記録ユニットが
分かれているため、本発明では、異なる色の記録ユニットと同列に扱うことが可能となる
。濃淡インクで表現される階調性は、誤差拡散処理で問題なく引き継がれるため、上述し
た補正方法がそのまま適用可能となる。
【００９８】
　これに対して、ドットサイズ変調方式の場合、必ずしもノズルが完全に不吐出とはなら
ないケースも存在する。一つのノズルで複数のサイズのドット形成を行うため、場合によ
っては、ある特定のサイズのみ吐出が不安定もしくは吐出しない状態となり、他のサイズ
は問題なく吐出可能というケースが存在する。
【００９９】
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　この場合、このような特定のサイズのみ吐出が不安定もしくは吐出しない状態となり、
他のサイズは問題なく吐出可能なノズルについて、これを完全な不吐出の異常ノズルとし
て扱ってしまうと、せっかく正常に記録できる階調パターンにまで無理に補正処理を適用
することになってしまい、過剰補正となる（ノズルサイズ毎にヘッドが別れている場合も
存在するが、その場合は、濃度変調法と同じく、異なる色の記録ユニットとして扱う）。
【０１００】
　そこで、ドットサイズ変調による多値化処理が可能なインクジェット記録装置では、異
常ノズル管理テーブルを各ドットサイズ毎に作成し、多値化の閾値レベルに合わせて異常
ノズル管理テーブルの切替えを行うことで、問題のあるドットサイズにのみ本発明による
補正処理が適用されるようにすることが好ましい。
【０１０１】
　このように、誤差拡散処理がｎ値（ｎ≧２）に対応した多値化誤差拡散処理であり、各
ノズルが表現可能なドットサイズ毎に補正処理を適用することで、ドットサイズ変調可能
なインクジェット記録装置の場合に、一部のサイズのドットのみ不吐出（あるいは不吐出
扱いとなる不安定な吐出）が生じても、補正処理が不安定なドットサイズのみに適用され
るようになり、過剰補正がなくなり、全体的な画像品質が低下するのを防ぐことができる
。
【０１０２】
　また、多値誤差拡散処理を使用した場合、図２４に示すように、入力値の最大値ＭＡＸ
を越えるサイズのドットを規定することもできる。通常、画像データは８bit（ＭＡＸ２
５５）で入力される。０を白地、２５５をベタとした場合、図２４（ａ）におけるドット
サイズＤＳ３は、ちょうどベタを埋めきれるドットサイズとなる。
【０１０３】
　このとき、図２４（ｂ）のようにドットサイズＤ３よりも更に大きいドットを形成可能
な場合、それらのドットは、２５５以上の入力値に対応したドットとして考えることがで
きる。誤差拡散処理では、本来その画素位置に割り当てられた値に周辺画素からの誤差値
が加わるため、補正された入力値が２５５を越えることもある。前述したように、白スジ
補正処理として強制的に異常ノズル画素の出力を禁じた場合、より大きな誤差値が貯まる
ため、図２４（ｂ）も示すＤＳ４，ＤＳ５（ＤＳ３＜ＤＳ４、ＤＳ５）といったサイズの
ドットが発生し易くなる。
【０１０４】
　図２５は、入力値２５５（ベタ）に必要なサイズ以上のドット（ベタ埋めに必要なサイ
ズ以上のドットを「巨大ドット」という。）を形成可能な場合の白スジ補償（白スジ補正
）を説明する説明図である。
【０１０５】
　ここで、図２５（ａ）に示す状態が正常な吐出状態だとすると、中央のノズルＮ２が不
吐出となった場合、図２５（ｂ）に示すように中央にドットが形成されない領域が発生し
、人の目には白スジとして認識されてしまう。従前の入力値２５５までしか対応していな
い多値ドットであれば、このようにベタ部分では白スジ補償を行うことができなかった。
【０１０６】
　これに対して、図２５（ｃ）に示すように入力値２５５以上のドット（巨大ドット）Ｄ
ｂを形成できれば、白スジ部分を覆うように巨大ドットＤｂを形成することができる。そ
れも、単純に不吐出ノズルに隣接するノズルの出力を高めた訳ではなく、誤差拡散処理に
よってドットパターンとしての整合性を保った上でのサイズアップであるため、縁取りの
ように潰れる、あるいは孤立ドットまでサイズアップさせてしまうといった過剰な補正が
行われることがなく、自然な不吐出ノズルの補償を行うことができる。
【０１０７】
　ところが、これだけでは不吐出ノズル補償として完全ではないことが判明した。それは
、インクジェット記録では、用紙に着弾したインクが用紙中（もしくは用紙表面の受容層
）に吸収されることで記録が行われることに起因する（ワックスインクを用紙表面で固化
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するホットメルトインクジェット等もあるが、原理的に本願で懸念する障害が発生し難い
ため、説明を省略する）。
【０１０８】
　つまり、インクジェットによる記録が行われる場合、用紙とインクの吸収特性によって
、用紙表面及び用紙中へのインク浸透の程度が異なり、記録品質に大きく作用する。例え
ば、図３０（ａ）に示すようなベタ埋めドットに対して、同図（ｂ）に示すようにベタ埋
めを確保する上で必要なサイズ以上のサイズのインク滴が用紙上に吐出された場合、同図
（ｃ）に示すようにベタ埋め以上のドットＤｂについて、大きく滲みが発生して、画像の
エッジ部（あるいは色境界部）の品質を損なう場合がある。
【０１０９】
　また、別の例では、２色以上の色を重ねて記録する場合、先に用紙に付着した色の成分
が強く発色することが分かっている。このプロセスについて図２６及び図２７を参照して
説明する。
　図２６は、染料系インクの浸透プロセスである。先に着弾した方のインクが先に用紙中
に広まり、後から着弾した方は、先に着弾したインク以上に拡散することができず、より
広く浸透した先着インクの色が強く出ることになる。
【０１１０】
　図２７は、顔料系インクの浸透プロセスである。先に着弾したインクの色剤（顔料）が
用紙表面に近いところに付着し、後から着弾した方のインクの色剤は、用紙表面近くに取
り付く事が出来ずにより深く沈み込む形になり、より表面近くに付着した先着インクの色
が強く出ることになる。
【０１１１】
　前述した不吐出ノズルの補償として入力値２５５以上のドットを形成する場合、ベタ印
字よりも更に多くのインクを付着させることになるため、もし２色以上のインクを重ねる
色であった場合、本来所望の混合色の色味ではなく、先に着弾した巨大ドットの方の色味
として発色することになってしまうおそれがある。
【０１１２】
　この点について図２８を参照して説明する。この図２８は先着ドットによる色味の変化
を示した例である。例えば、２次色であるグリーン（緑）を出力する場合、通常、シアン
とイエローを重ね打つ（この例では、シアンが先着するものとする）。
【０１１３】
　ここで、シアンを吐出するノズルが不吐出となった場合、不吐出ノズル位置のシアン出
力を強制的にＯＦＦにし、その分の誤差を以降の処理画素へ分配する。結果として不吐出
ノズルに隣接するノズル位置に、入力値２５５を越えるシアンドットが出現することにな
るが、この巨大ドットが先に紙面に着弾するため、その後に重ね打たれるイエロードット
が殆ど発色に影響せず、シアンの色調が全面に出てしまう。更に、巨大シアンドットは、
隣接する画素位置にもはみ出して記録されるため、そこでも影響を及ぼしてしまうことに
なる。
【０１１４】
　その結果として、図２８（ｂ）に示すようなイエローのスジを消すつもりが、同図（ｃ
）のようなシアンスジを形作ってしまうことになる。
【０１１５】
　そこで、本願発明では、前述した図１８に示すフロー図を参照して、前述したように多
値誤差拡散処理による異常ノズルについての補正（補償）を行った後、ベタ埋めドットサ
イズ以上のドット（入力値２５５（ベタ）を越える巨大ドット）の発生の有無を判別する
。
【０１１６】
　このとき、巨大ドットが発生するとなった場合、次に、その巨大ドットが打ち込まれる
画素の色の組合せを確認し、２次色以上が形成され、かつ、巨大ドットが最後に打ち込ま
れるか否かを確認して、ドットサイズの調整が必要か否かを判別する。
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【０１１７】
　そして、２次色以上で、且つ、巨大ドットが最後ではなかった場合、即ちドットサイズ
の調整が必要であった場合には、２次色の構成比率に応じて、ドットを間引く、もしくは
、ドットサイズを縮小（ドットサイズダウン）するようにする。
【０１１８】
　例えば、異常ノズルの補償直後で図２９（ａ）に示すようにシアンの巨大ドットＤｂｃ
が発生する場合、同図（ｂ）に示すように、展開先の画素位置で必要なサイズ以上の滴を
間引くことによって巨大ドットＤｂｃを間引く（破線図示のドットを省略）、あるいは、
同図（ｃ）に示すように、展開先の画素位置で必要なサイズ以上の滴の滴サイズを小さく
してドットサイズを縮小する（小ドットＤｓとする）処理を行う。
【０１１９】
　以上の処理を、多値誤差拡散処理を使った中間調処理の中で行うことによって、２次色
以上での色味の変化を抑えた異常ノズルの補償を実現することが可能になる。
【０１２０】
　このように、入力画像の多値データをｎ値（ｎ≧２）に対応した多値誤差拡散処理でド
ットのパターンに変換するとき、ノズルが吐出可能な滴サイズ毎の吐出状況を元に、被記
録媒体に対する正常な記録を行えない又は正常な滴サイズの滴を吐出できない異常ノズル
による記録画素位置については、異常ノズルによる記録画素位置に対する滴吐出しないこ
ととする一方、多値誤差拡散処理における量子化誤差自体はそのまま周囲の画素に展開す
ると共に、展開先の画素でベタ印字に必要な滴サイズ以上の滴サイズの滴を形成すること
になった場合、展開先の画素位置で必要なサイズ以上の滴を間引く、あるいは滴サイズを
より小さい滴サイズへ変更する。
【０１２１】
　つまり、正常な記録を行えない異常ノズルによる記録画像の欠陥を補完するための補正
処理（補償処理）を、多値データをドットパターンに変換する中間調処理にて行うことで
、マルチパス記録を利用した補正手段のような大幅な記録速度低下を引き起こすことがな
い。そして、中間調処理として多値誤差拡散を使用することで、異常ノズルを補償するた
めに発生させた滴によるドット配置の歪みを周辺の画素に拡散させるため、異常ノズルに
よる白スジや画像のムラを人間の目では認識し難くすることができる。さらに、ベタ埋め
に必要なサイズ以上の滴の適用に関しては、所定の条件に応じて間引きやサイズダウンを
行うことで、二次的（副次的）画像障害の発生を抑止することができる。
【０１２２】
　なお、インクや紙の組成、および多値ドットとして実現できるインク滴量によって先着
色の影響度は異なるため、間引きやサイズダウンする（滴サイズを小さくする）比率は、
一つの値に限定されるものではない。複数の比率を、用紙や色、解像度や記録モード毎に
切り換えて使用することもできる。
【０１２３】
　また、ここまで２次色以上として説明してきたが、単色においても巨大ドットは様々な
不具合を起こす場合がある。例えば、滲みや未乾燥インクのオフセット（転写）等が上げ
られる。そこで、単色であっても、例えば用紙の吸収特性（総量規制）を判断基準として
、間引きやサイズダウンを行うことで、高品質な異常ノズル補償を実現することができる
。
【０１２４】
　さらに、補正処理が適用される画像の部位や、オブジェクトに応じて、間引きやサイズ
ダウンする比率（間引き率や滴サイズの縮小レベル）を切り換えてもよい。例えば、グラ
フィックの塗りの中に、一筋の色スジが有ると非常に目立つが、エッジ部分に色スジがあ
っても比較的目立たない。このような場合は、塗り部分での間引きやサイズダウンの比率
を、エッジ部より高めるのが好ましい。
【０１２５】
　また、線画や文字では、滲みや潰れが大きな画像劣化に繋がるため、非文字／非線画部
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よりも間引きやサイズダウンの比率を高めるのが好ましい。
【０１２６】
　なお、上記実施形態では、プログラムとしてのプリンタドライバが中間調処理で補正す
る処理を行うようにしているが、前述したように、同様の機能を持たせた例えばＡＳＩＣ
によっても実行可能である。特に、ホストＰＣを介さないダイレクトプリントに対応した
プリンタや、インクジェット記録ヘッドを記録ユニットとして搭載したＦＡＸ、複写機等
では、このようなＡＳＩＣを搭載することで、本発明による異常ノズルの補正が可能とな
る。また、本発明を実施するプログラム（プリンタドライバを含む）として見た場合、各
種の記憶媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、メモリカード等）やネットワークを介し
てプログラムの配布、導入および保存を容易に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明に係る画像形成装置の一例を示すインクジェット記録装置の機構部の概略
構成図である。
【図２】同機構部の要部平面説明図である。
【図３】同装置のヘッドユニット構成を説明する斜視説明図である。
【図４】同装置の搬送ベルトの一例を説明する説明図である。
【図５】同装置による画像形成動作の説明に供する説明図である。
【図６】ＣＭＹＫの他に特色インクを使用するヘッド構成の他の第１例を示す説明図であ
る。
【図７】同じく第２例を示す説明図である。
【図８】同じく第３例を示す説明図である。
【図９】同じく第４例を示す説明図である。
【図１０】同装置の制御部の概要を示すブロック図である。
【図１１】本発明に係る画像処理装置における本発明に係るプリンタドライバの構成の一
例を機能的に説明するブロック図である。
【図１２】プリンタドライバ内での画像処理の流れの詳細を説明するブロック説明図であ
る。
【図１３】誤差拡散処理の基本的な演算処理を説明する説明図である。
【図１４】誤差の伝搬方法の他の例を説明する説明図である。
【図１５】１パス記録と使用ノズルとの関係の説明に供する説明図である。
【図１６】２パス記録と使用ノズルとの関係の説明に供する説明図である。
【図１７】異常ノズルによるドット欠損と代替ノズルによる補完の説明に供する説明図で
ある。
【図１８】本発明に係る誤差拡散処理の補正処理の説明に供するフロー図である。
【図１９】欠損ノズルが補正されない場合と本発明に係る処理で欠損ノズルが補正された
場合の画像の一例を示す説明図である。
【図２０】不吐出ノズル管理テーブルの作成例を説明する説明図である。
【図２１】不吐出ノズル検査用チャートの一例を説明する説明図である。
【図２２】不吐出ノズル検査用チャートの他の例を説明する説明図である。
【図２３】２値化処理と少値化処理の説明に供する説明図である。
【図２４】８ｂｉｔ以上にドットサイズを拡張した例を示す説明図である。
【図２５】８ｂｉｔ以上にドットサイズを拡張した場合の白スジ補償例を示した図である
。
【図２６】染料系インクの色重ねによる浸透プロセスを説明した図である。
【図２７】顔料系インクの色重ねによる浸透プロセスを説明した図である。
【図２８】２次色部における不吐出ノズル補償の不具合を説明した図である。
【図２９】本願発明における色味調整処理の一例について説明する説明図である。
【図３０】巨大ドットによるエッジ部の品質劣化を説明する説明図図である。
【図３１】正常な記録状態と、正常でない記録状態を説明する説明図である。
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【符号の説明】
【０１２８】
　　２…画像形成部 
　　３…用紙 
　　５…搬送機構部 
　　１４…記録ヘッド 
　　３３…搬送ベルト 
　　９０…ホスト（画像処理装置） 
　　９１…プリンタドライバ 
　　１３５…中間調処理部

【図１】 【図２】

【図３】
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